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平成29年分 確定申告相談日程
◎会　　場：鏡石町勤労青少年ホ－ム
◎受付時間：午前９時～午前11時　午後１時～午後４時
月　日 曜日 行政区 月　日 曜日 行政区

2月15日 木 公的年金のみ 3月 1日 木 １区・２区
３区・４区

2月16日 金 仁井田・さかい 3月 2日 金 鏡田・高久田

2月17日 土 3月 3日 土

2月18日 日 3月 4日 日

2月19日 月 仁井田・さかい 3月  5日 月 鏡田・高久田

2月20日 火 久来石・笠石 3月  6日 火 鏡田・高久田

2月21日 水 久来石・笠石 3月  7日 水 鏡田・高久田

2月22日 木 久来石・笠石 3月  8日 木 鏡田・高久田

2月23日 金 久来石・笠石 3月  9日 金 成田・豊郷
旭町

2月24日 土 3月10日 土

2月25日 日 3月11日 日

2月26日 月 １区・２区
３区・４区 3月12日 月 成田・豊郷

旭町

2月27日 火 １区・２区
３区・４区 3月13日 火 成田・豊郷

旭町

2月28日 水 １区・２区
３区・４区 3月14日 水 成田・豊郷

旭町

3月15日 木 予備日

申
告
の
必
要
な
方

確
定
申
告
が
必
要
と
な
る
の

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
で
す（
例
外
も
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

●

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、
鏡

石
町
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
29
年

中
に
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た
方　

※
た
だ
し
、
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
も
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

は
申
告
が
必
要
で
す
。

●

鏡
石
町
に
居
住
し
て
い
な
い
ご

家
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

●

給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
農
業
や

営
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
方

●

給
与
所
得
の
み
の
方
で
も
、
２

月
１
日
ま
で
に
勤
務
先
か
ら
鏡
石

町
に
「
給
与
支
払
報
告
書
」
の
提

出
が
な
か
っ
た
方

●

平
成
29
年
中
に
退
職
さ
れ
た
方

町
で
は
、
所
得
税
と
町
県
民
税

の
確
定
申
告
相
談
を
２
月
15
日
㈭

か
ら
町
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
で
行

い
ま
す
。
こ
の
相
談
は
、
平
成
29

年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
所
得
を

申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
こ

の
内
容
が
平
成
30
年
度
の
町
県
民

税
や
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
課

税
基
礎
と
な
り
ま
す
。

●
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金

や
一
時
金
、
ま
た
は
生
命
保
険
、

損
害
保
険
契
約
に
基
づ
く
満
期
返

戻
金
の
収
入
が
あ
っ
た
方

●

平
成
29
年
中
に
土
地
や
建
物
な

ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
っ
た
方

●

所
得
控
除
（
扶
養
控
除
等
）
の

あ
る
方

●

年
末
調
整
の
済
ん
で
い
な
い
方

●

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方
で
、
主
た
る
給
与
の
支

須
賀
川
税
務
署
で
は
、
平
成
29

年
分
確
定
申
告
書
作
成
会
場
を
２

月
16
日
㈮
か
ら
３
月
15
日
㈭
ま
で

須
賀
川
市
産
業
会
館
に
開
設
し
ま

す
。（
土
日
を
除
く
）

※
詳
細
は
広
報
か
が
み
い
し
１
月
号

の
13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

須
賀
川
税
務
署
個
人
課
税
部
門

☎
75
–
２
１
９
４

※
音
声
案
内
で
「
２
番
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

払
者
以
外
か
ら
支
払
い
を
受
け
る

給
与
の
収
入
金
額
と
給
与
（
退

職
）
所
得
以
外
の
所
得
の
金
額
と

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税
務

署
へ
提
出
さ
れ
る
方

申告相談の判断の基準

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

●

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
書
類

●

印
鑑

●

給
与
や
年
金
収
入
の
あ
る
方
は

平
成
29
年
分
の
源
泉
徴
収
票
の
原

本
（
コ
ピ
ー
不
可
）

●

平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
・
国
民

年
金
基
金
保
険
料
、
介
護
保
険

料
、
任
意
継
続
社
会
保
険
料
な
ど

の
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

●

一
般
生
命
保
険
料
、
介
護
医
療

保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
損

害
保
険
料
（
地
震
保
険
等
）
の
支

払
証
明
書

●

障
が
い
者
の
方
は
、
そ
の
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類
（
障
害
者
手

帳
等
）

●

医
療
費
控
除
（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
を
含
む
）
を
受

け
る
場
合
に
は
、
医
療
費
控
除

（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
）
の
明
細
書
（
平
成
29
年
中
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
ま
た

は
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
と
高

額
医
療
費
や
生
命
保
険
等
か
ら
還

付
さ
れ
た
金
額
の
わ
か
る
書
類
）

●

営
業
、
不
動
産
、
農
業
所
得
者

は
収
支
の
わ
か
る
内
訳
書
な
ど

●

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
ま
た

は
認
定
住
宅
新
築
等
特
別
税
額
控

除
を
受
け
る
場
合
は
、
固
定
資
産

税
課
税
に
係
る
家
屋
調
査
時
に
ご

案
内
の
書
類

●

前
年
以
前
に
生
じ
た
損
失
が
あ

り
、
繰
越
額
が
あ
る
場
合
は
、
繰

越
損
失
額
の
わ
か
る
も
の
（
前
年

の
確
定
申
告
書
）

●

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方
、
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
通
帳
な
ど
銀
行
名
や
口

座
番
号
が
わ
か
る
も
の
と
銀
行
印

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
町
民
課
☎
62
–
２
１
１
４

　

申
告
会
場（
申
告
期
間
中
の
み
）

☎
62
–
６
５
０
０

平成30年1月1日現在鏡
石町に住んでいましたか

勤務先から鏡石町に「給
与支払報告書」が提出さ
れていますか

給与以外の所得（農業・
不動産・年金など）があ
りますか

それらの所得の合計金額
は20万円を超えていますか

確定申告が必要です

給与所得者ですか

平成29年1月1日から12
月31日までに収入があ
りましたか（遺族・障害
年金、失業保険などの非
課税の給付は含めません）

平成30年1月1日現在に
住んでいた市区町村へお
問い合わせください

町内に居住している親族
の給与の年末調整や平成
29年分の所得申告で配
偶者控除、扶養控除対象
者になっていますか

町県民税の申告は不要です

税務署から確定申告書が
送付されていますか

年金以外の所得（営業・
農業・雑所得など）の合
計金額は20万円を超え
ていますか

町県民税の申告は不要です

町県民税の申告が必要です

申告の必要はありませんが、税証明書の発行や
医療・福祉などのサービスを受ける上で必要な
ことがありますので確定申告をお勧めします

鏡石町の国民健康保険に加入
していますか

町県民税の申告が必要です

確定申告が必要です

後期高齢者医療制度に加入し
ていますか

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい
はい

はい

はい

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ はい

は　い
《凡例》

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

町県民税の申告が必要です

確定申告が必要です

２月15日㈭～３月15日㈭

●

給
与
所
得
の
ほ
か
に
収
入
が
な

く
、
給
与
支
払
報
告
書
が
町
に
提

出
さ
れ
て
い
る
方
。
た
だ
し
、
新

た
に
控
除
（
医
療
費
控
除
や
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
告
が

必
要
で
す
（
税
務
署
へ
確
定
申
告

書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
）
。

●

平
成
29
年
中
に
所
得
が
な
く
、

鏡
石
町
内
居
住
の
家
族
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る
方

須
賀
川
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ルフメディケーション税制
　申告する方が健康の保持増進及び疾病の予防
への取組として一定の取組を行っている場合、
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他
の親族のためにその年中に支払った特定一般用
医薬品等購入費があるときは、次の算式によっ
て計算した金額を医療費控除の特例として所得
金額から控除することができます。

会場：鏡石町勤労青少年ホーム

セ 確定申告  を忘れずに！平成
29年分 申告期間

※控除の対象となる医薬品は、領収書（レシート）
　に控除対象となることが記載されています。

支払った特定一般用
医薬品等購入費

保険金等で補填
される金額－（ ）－１万２千円

＝ セルフメディケーション税制による控除額（最高８万８千円）

今回から！


